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○稲葉委員長　質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。

○岡本（充）委員　民主党の岡本でございます。

　きょうは、農林水産関係に関する一般質疑ということで、私は幾つかの項目について御質問させ

ていただきたいと思います。

　まずは、民主党として取り組んでおります食の安全議員連盟、こちらの方で私は事務局長をさせ

ていただいております。食の安全というのは、委員各位も大いなる関心をお持ちのことだと思いま

すし、大臣も大いなる関心をお持ちのことだと思いますけれども、昨日、私、茨城県にあります食

品の安全に取り組んでいる研究所を訪問させていただきました。この研究所の中で行われている

さまざまな研究、食品総合研究所という名前なんですけれども、本当に、私たち、食の安全に大い

に関心のある議員メンバーにとっても大変に興味深い、意義深い視察をさせていただきました。

　まさしく今国会に、政府は、食料の今後の供給、また農家のために大いなる期待を持っていただ

かなければならない、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案、

そしてまた我が党は、食料の国内生産及び安全性の確保等のための農政等の改革に関する基

本法案、こういった法律を提出させていただいて、それぞれ審議を進めていこうというところであり

ます。

　そういった中で、昨日拝見をさせていただきました、例えば小麦を微粒子に粉砕して、本来小麦

の外側にあるたんぱく質、そしてうまみ成分グルテン等を含んで、例えばパンがつくれる。これまで

強力粉のような粉がなかなかつくれなかったと聞いていたのに、パンがつくれて食べれるように

なった。なかなか商品価値としてもあると思います。そしてまた、その一方で、ソバも同様に微粒子

へ粉砕することで容易に十割そばをつくることができ、これがまさに現場において、十割そばをより

容易に供給する方法となるという期待が込められています。

　この独立行政法人、別によいしょをするわけではないけれども、特許等を幾つか持って、自己収

入も今後確保していくよう努力していく、こういうふうに言われている。大変に私としては心強かった

んですが、そういった中で、今回のこの諸般の研究が、私たち、我が党が主張している食料自給

率五〇％、政府案は十年後に四五％というふうに伺っておりますが、今後の食料自給率上昇にど

のように寄与していくおつもりか、また研究をどのようにお進めいただくのかどうかについて、お答

えをいただきたいと思います。

○染政府参考人　独立行政法人食品総合研究所の研究についてお答えを申し上げます。

　食料自給率の向上を図るためには、やはり消費者ニーズに対応した農作物の供給を行うことが

極めて重要であると考えております。

　特に、最近の農作物の消費におきましては、加工食品や外食などの比率が高まっておりますこ

とから、試験研究の分野におきましても、食料・農業・農村基本計画に定められておりますように、

加工適性にすぐれた品種や新たな加工技術の開発導入を推進することとしております。

　この一環といたしまして、食品総合研究所では、委員に御視察いただきましたように、小麦の品

質、加工適性についての基礎研究を通じまして、風味と栄養性に富む小麦の加工技術の開発に

関する研究などを行ってきたところでございます。

　このほかに、消費者ニーズに対応した研究、あるいは食料自給率の向上に資する研究という意

味では、食品の持つ機能性の解明と評価技術の開発や食品の新たな加工利用技術に関する基

盤的研究、また食品の安全性に関するリスク分析のための手法開発など、食品に関する研究を総

合的に推進しているところでございます。



　今後とも、消費者のニーズに対応した食品研究を総合的に進めまして、食料自給率の向上に寄

与してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。

○岡本（充）委員　ぜひ食料自給率の向上に寄与していただく研究をしていただきたい。

　実は、以前の一般質問、農林水産委員会の質疑の中でも、私、スパゲッティの話をさせていただ

きました。なかなか日本産の小麦でスパゲッティをつくるのが難しく、何年後にできるかどうかは

ちょっとお約束しかねるというような答弁だったやに記憶をしておりますけれども、スパゲッティだけ

とは言いませんけれども、日本の消費者の食のニーズというのは非常に多様化しておりまして、例

えば、スパゲッティも、国産の小麦でできるようになればなお一層食料自給率の向上に寄与すると

思いますし、国産の小麦でつくったスパゲッティ、ちょっと付加価値をつけて売ることも可能なん

じゃないかと想定をするわけでありまして、こういった取り組みもぜひお進めをいただきたいというこ

とを改めてお願いをしておきます。

　さて、もう一点目は、鳥インフルエンザの状況について、同じく、私、視察にきのう行ってまいりま

した。茨城県の旧水海道市、今は常総市という名前に変わっているそうですけれども、こちらで天

王原養鶏園というところにお邪魔をし、現地視察をさせていただいて、そして、実際にその経営者、

古平さんという方でしたけれども、お話を伺い、県の担当者からもお話を伺ってまいりました。

　そういった中で、大変苦労をされて経営を再開されている経営者の方、そしてまたその経営者の

方からのいろいろなお訴えの中で、ぜひ大臣にもお聞きをいただきたいという部分がありましたの

で、それについてもぜひお伝えをしたいと思っています。

　今回、鳥インフルエンザにおいて発生したウイルスのタイプは弱毒タイプのＨ５Ｎ２亜型という形

の、ウイルスが分離されたり、また抗体が陽性であったりという状況で、要するに鶏自体が死んだと

いう状況ではなかったそうなんですね。そういった中でも、もちろん抗体が陽性であったり、ウイル

スが分離されたということで殺処分をされたわけですが、こういった養鶏場の経営者に対して行わ

れている支援、この支援の中で一つ御要請があったのは、実際にお支払いされる、例えば互助金

なり、助成金なり、いろいろな手当金など、交付金があるわけなんですが、こういった交付金を合

算していくと、鶏一匹当たりおよそ千五、六百円のお金にしかならないというところの中で、もう少し

上積みはできないのか、こういうような御要請がありました。

　政府において実際にいろいろな試算をされているんだとは思いますけれども、もう一段の経営安

定に向けた支援というのができるのか、また、その経営者の方も言ってみえましたけれども、これま

での負債等を抱える中での決済が来る、現金収入がなくなる、鶏がいなくなりますからね。そういっ

た中で、非常に苦しい思いをした時期もあるというふうに伺っております。

　そういった意味での交付金、例えば今回の天王原養鶏園での実際の交付金の支給の日は、互

助金の方が十月七日、手当金の方が十月二十一日、助成金はことしの二月十四日、それぞれ八

月に今回殺処分が行われて、十月までの間、現金収入が途絶えるという形になるのかと私は思う

わけなんですが、こういった部分について、例えばもう少し手直しを加えるとか、そういった御予定

もしくはお考えはありますでしょうか。お答えいただきたいと思います。

○中川政府参考人　農家に対します支援策の具体策ということでございますけれども、先生も今

御質問の中でも引用されましたが、まず家畜伝染病予防法に従いまして、患畜あるいは疑似患畜

に対しては手当金が出されます。その疑似患畜の場合の手当金というのは評価額の五分の四で

ございますから、その時点で八割はまず補てんされるということでございます。

　それから、その他、移動制限がかかっているような場合のかかり増し経費につきましては、またこ

れも家畜伝染病予防法に従いまして、売り上げの減少額あるいはえさ代等についても助成がござ

います。

　さらに、農家の方とそれから国とが一対一で積み上げました家畜防疫互助基金に入っておられ

る方につきましては、この互助基金が経営再開のための計画を立てた時点で支払われることにな



ります。こちらの方も一羽当たり六百七十円ということでございますので、先ほどの手当金なりそれ

からこの互助基金を足しますと千五百円ぐらいになります。

　他方で、新たに鶏を導入しようとしますと一羽当たり大体七、八百円ではないかというふうに思い

ます。

　したがいまして、確かに一定の期間、販売がなくなるという期間はございますけれども、互助基金

の積算におきましては、その間の固定費なども根拠にしてこの単価を設けておりますから、そう

いった面では、国のお金も使いながら経営を支援していくという限りにおきましては、私どもとして

適正な根拠、積算単価というものに基づいてこれが定められているというふうに理解をいたしてお

ります。

　ただ、その間にあっても運転資金がどうだというところは確かにあるかと思いますが、この点につ

きましては、経営維持の資金という、融資でございますけれども、低利の融資というものが別途ござ

います。こういったものも御活用いただきたいというふうに思っております。

　それぞれ現場の農家の方々の御意見を聞きながら、都道府県の方を通じまして適切な経営再

開ができるように、私ども支援をしたいというふうに思っております。

○岡本（充）委員　恐らく今局長が言われたのは、家畜疾病経営維持資金の活用をするように、こ

ういう話だと思いますけれども、これも申請できる金融機関が決まっているというふうに伺いました。

例えば、自分の取引している銀行がその指定金融機関でない場合には、新たな取引先を探す、

信用関係をそこから築かなきゃいけない、こういう話も聞いておるわけです。

　大臣、ちょっとまた突然で申しわけありませんけれども、今お話をさせていただきました、インフル

エンザが発生してそして初めてのお金が出るまでに、この方の場合、大体二カ月強かかっていま

す。この間の運転資金の問題。それから、今融資があると言われましたけれども、融資だって、た

またまこの資金の対象になっていない取引先銀行と取引をしていたという場合にはすっと融資も

出ないし、そういった意味で、私はぜひこの部分、前向きに検討していただけないかというふうに

思っているわけですけれども、御答弁いただけませんでしょうか。

○中川国務大臣　おはようございます。

　今お話を伺っていて、今から七、八年前に私の地元で牛の口蹄疫というのが出まして、一戸の

農家で七百頭の牛、成牛を処分して、大変に厳しい状況を私も視察してまいりました。

　そういう中で、地元あるいはまた道、国でいろいろな対策をとったわけですけれども、今御指摘の

ように、殺処分にしてから新たに経営が再開できるまでの間にタイムラグがある、まして収益までタ

イムラグがあるというときには、今消費・安全局長からもお話があったとおりでありますけれども、経

営体として緊急、不測の事態があった場合には、農林水産省の所管のいろいろな支援策だけで

はなくて、例えば政府系金融機関からのいわゆるセーフティーネット貸し付けというものが、私も以

前所管していたところでございますので、できるだけ早くこれが発動できるように今までもしてきたと

ころであります。

　生き物相手、そしてまたタイムラグがあるということでございますから、これは政府一体となって、

こういう緊急かつ、極端に言うと本当に運転資金、あるいはもっと言うと生活資金にまで影響するよ

うな経営活動に対して、政府全体となって迅速に対応できるようにしていくことが最大のポイントだ

ろうというふうに思っておりますので、私も、今後ともこういう事態が万が一、万が一というか起こっ

ておるわけでありますけれども、全力を挙げて対応できるようにさらに努力していきたいというふう

に考えております。

○岡本（充）委員　しっかりとした御答弁、ありがとうございました。

　その上で、今経営者の方に視点を当てた話をしましたけれども、今度は都道府県の対策として

の方向に焦点を当ててみたいと思います。

　茨城県の職員の方ともお話をしました。今回は弱毒性のＨ５Ｎ２亜型というインフルエンザウイル



スで、鳥の実際のインフルエンザによる死亡は確認をされていない。そういった本当に弱毒タイプ

であったということではありましたけれども、今後強毒タイプのインフルエンザウイルスが発生する

可能性は否定できないわけです。

　そういった中で、Ｈ５Ｎ１の強毒株、もしくはそれが変異をして人から人への感染の可能性のある

新型インフルエンザ等が確認をされたというような状況を想定した対応というのはどのようになって

いるのか。

　まず一点目。例えば、自然の湖沼で野鳥が大量に、五、六羽、十羽、二十羽死んでいた、検査

をしてみたら強毒株のインフルエンザウイルスが見つかった、こういう事態が起こった場合に、一つ

は、周辺の養鶏場に対してどのような措置をするのか、マニュアルがあるか。また、人への感染は

あるのかないのか、人への健康という意味で、どのようにこの部分について調査をするのか。さらに、

周辺の野鳥に対する調査をどのようにしていくのか。それぞれお答えをいただきたいと思います。

マニュアルがあるのか、対応する方策をお持ちなのか、お答えをいただきたいということであります。

○南川政府参考人　お答えいたします。

　私どもでは、十六年度からでございますけれども、渡り鳥における高病原性鳥インフルエンザ、こ

れはＨ５型と７型でございますが、これにつきまして野鳥の調査を行っております。今年度も九月

から、シベリア、中国大陸、朝鮮半島あるいは東南アジアからの渡り鳥の渡来地において調査を

行っておりますけれども、今のところすべて陰性でございます。

　もちろん、これが陽性となった場合のことも想定をいたしておりまして、これが発見された場合の

対応についての考え方を昨年十一月に周知をしたところでございます。

　この中では、野鳥などでこのインフルエンザ感染が認められた場合には、各都道府県の家畜衛

生保健所などが実施する防疫調査や疫学調査と連携いたしまして、一つには、周辺の野鳥に大

量死が見られるかなどの野鳥の生息状況に関する調査を行う。二つ目には、野鳥の捕獲あるいは

ふん便の検体採取によるウイルスの保有状況調査を行う。三つ目には、このインフルエンザが貴

重な鳥類に感染しないような衛生管理を徹底する。また、四つ目には、一般の国民の方における

不安の軽減のために野鳥への接し方について注意をする。そういったことにつきまして有識者の

御意見も伺って周知を図っているところでございます。

○中川政府参考人　私の方からは、鶏あるいは野鳥での高病原性鳥インフルエンザが発生を確

認された場合の対応ということでお答えを申し上げたいと思います。

　高病原性鳥インフルエンザにつきましては、特定家畜伝染病防疫指針、いわゆる防疫マニュア

ルというものが既に策定をしてございます。これは、中心は家禽で発生した場合のことであります

けれども、その前段階として、ふだんからいろいろと、経営者を初めとして地方自治体において注

意いただくことが書いてございます。

　今先生が挙げられました、野鳥で高病原性鳥インフルエンザのウイルスが見つかったような場合

でございますけれども、まず、その発見場所周辺の飼養家禽の異常の有無を調べる必要がござい

ます。一定の半径の範囲内にいる経営者の方々のところで感染しているかどうかといったことにつ

いてまず調査をしたいと思っております。

　それからさらに、飼養農家にウイルスが入らないようにするためには、ふだんから防鳥ネット等の

整備ですとかあるいは定期的な消毒というものは指導してございますけれども、改めて、野鳥ある

いは小動物などが入ってこないようにということの点検を徹底するというふうなことを通じまして野鳥

から家禽への感染防止をする、まずこれが最初にそういった野鳥で見つかった場合にとるべき措

置だというふうに考えております。

○中島政府参考人　厚生労働省としての対応を説明いたします。

　高病原性鳥インフルエンザ感染による死亡が疑われる飼育鳥または野鳥を確認した場合の対

応につきましては、平成十六年三月に関係省庁合同で、国民の皆様に対しまして、マスクや手袋



などの感染防御措置をした上で取り扱うとともに、獣医師、家畜保健衛生所または保健所等に御

相談をいただくよう要請したところでございます。

　また、医師は、診察した患者におきまして高病原性鳥インフルエンザへの感染が確認をされた

場合には、感染症法に基づきまして直ちに保健所に届け出ることが義務づけられており、その確

定診断のための検査につきましては、保健所を経由して都道府県の衛生研究所等で実施をされ

ているというところでございます。

　さらに、家禽で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認をされました場合、養鶏場の従業員等

に対して健康調査を実施いたしますとともに、防疫従事者に対しては十分な感染防御措置と必要

に応じた検査を実施するよう、自治体に対して助言を行っているところでございます。

　引き続き、関係省庁とも連携の上、感染の予防及び感染者の早期発見等の対応に努めてまいり

たいと考えております。

○岡本（充）委員　周知徹底を図るという話でありますけれども、大臣、例えば死んでいる野鳥が

見つかったときに、一般の国民の皆様方がこれを保健所に届けなきゃいけないという周知徹底が

なされているとお思いでしょうか。恐らく、これは、マスクをして手袋をしてその野鳥に接するように

というような周知徹底はほとんどの方が御存じないと私は思いますよ。そういう意味で、確かに、ど

こまで広く周知徹底するか、僕は正直言って難しいと思う。

　国としての対応指針、今言われたように、例えば環境省は貴重な野鳥に対して感染しないように

取り組むんだと。野鳥ですから、どこに飛んでいくかわからない、どこから来たかわからない鳥も多

い。そういう鳥に移動制限をかけるわけにもいきませんし、現実的に、野鳥から野鳥への感染を防

止するというのは私は難しいと思うんです。

　そういった意味で、政府としても、改めて、今回のような弱毒タイプじゃない、今回のような、はっ

きり言うと、いわゆる健康被害が起こりそうもないようなウイルスではなくて、本当に高病原性の鳥イ

ンフルエンザもしくは新型インフルエンザが日本で確認をされたときの対応策はもう一度練ってお

く必要があると思います。

　ぜひ、大臣、前向きな御答弁をいただきたいと思います。

○中川国務大臣　岡本委員御指摘のとおりで、この問題というのは、空を飛んでくる、したがって、

日本の周りに何百メートルも何千メートルもネットを張るというわけにはいきませんし、それから、突

然変異によって強毒性になる、あるいは人間に感染するというその恐ろしさというものも我々として

は非常に心配なわけでございます。

　先日、私がフランスに行ったときにちょうど鳥インフルエンザが確認されたわけでありますけれど

も、これも室内で飼っている七面鳥に発症したと。なぜなんだろうと、フランスの関係者に聞きまし

たら、渡り鳥が空を飛んでいて、あるいは、ひょっとしたら地面についたのかもしれませんけれども、

畑に積んである敷きわらにどうもそのウイルスが感染して、それを鶏舎の中に持ち込んで発生した

のではないかということを、これはフランスの農務省の人が言っておりました。これはあくまでも可能

性が高いという次元であります。

　そういう意味で、本当に、空を飛んでくる、いつ飛んでくるかわからない、しかも、高いところを飛

んでくるから捕まえるわけにもいかないということでありますので、今御指摘のように、とにかく発見

をしたら、いきなりマスクとか、いきなり手袋とか、いきなり何とかというのはすぐには難しいんでしょ

うけれども、とにかくきちっと、まずわかりませんから感染しないように、そして、すぐに関係のところ

に伝えるようにということは、これは国民に周知徹底しなければいけません。

　そういう意味で、リスク管理は政府にあるわけでございますから、我々も今まで以上にこの問題は

国民の皆さんに御理解をいただかなければならないと思いますし、必要以上に危険をあおるとい

うこともある意味では避けなければいけませんけれども、正しい情報、正しい知識を御理解いただ

くためには、政府だけではなくて、ぜひ御専門の岡本委員初め各党の皆さん方にも、これは党派



を超えた、国民に対する政治というか公の仕事をしている立場の、ある意味では共通の責務では

ないかと思いますので、ぜひまた委員にも御指導いただきながら、国会の方にもいろいろとまたお

力添えをいただいて、全国の御地元等でこういうことについて正しい知識が正しく国民の皆様に

理解できるように、我々も一層一生懸命頑張りますので、またお力添えのほどをよろしくお願いい

たします。

○岡本（充）委員　確かに、おっしゃるとおり、国民の命と健康を守るのは日本の政治家の責任だ

ということは常々私も各所で私自身が発言をしております。そういう意味では、後段お話をしますＢ

ＳＥの問題も同様ですけれども、そういう日本人の命と健康にかかわる問題は、ぜひ、変な政治的

妥協ではなくて、科学的知見に基づいてきちっとした対応をとっていく、それを私も大臣に、改め

て、私自身もそうしていくということはお約束を申し上げたいと思います。

　さて、今くしくも大臣がちょうど言われました、例えば今回のフランスにおいての感染経路、この

可能性が高いのではないかといういろいろな説が流れていますが、翻ってみて、今回の茨城県に

おけるインフルエンザの蔓延、諸説流れておりますが、感染経路の究明というのは極めて難しい、

今大臣が言われたとおりです。

　そういった中でもどの可能性が高いのか。いろいろ指摘されています。今回見つかったＨ５Ｎ２

亜型は、グアテマラ、メキシコで発見されている鳥インフルエンザと遺伝子が一致している。基本

的に、グアテマラやメキシコから直接渡り鳥が来ることがない中で、人を介して運んできたのではな

いかという指摘がされています。では、なぜ人を介してやってきた鳥インフルエンザが茨城県だけ

に限局したのか。こういった部分を総合的に考えてくると、未承認のワクチンが持ち込まれたので

はないか、そういう風評もちらほら聞こえています。

　そういった中で、今回の原因究明、いつごろまでにどういう形で農林水産省として取り組まれるの

か。また、その未承認のワクチンが持ち込まれた可能性については否定し得ないというふうに考え

てよろしいのか。お答えをいただきたいと思います。

○中川政府参考人　今回の茨城県の弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザについての感染究

明でございますけれども、六月ごろからこの感染というのは確認をされました。私ども、昨年の七月

に専門家の方々に集まっていただきまして、感染経路の究明チームを立ち上げまして、十月には

その中間取りまとめが行われてございます。

　既に先生今おっしゃったことが大半その中間取りまとめの中にも含まれているわけでありますけ

れども、今回見つかったウイルスの特性、グアテマラあるいはメキシコと非常に近縁性があるという

ふうなこと。それから、日本までどうして来たかという際に、渡り鳥あるいは人を介した、あるいはま

た何らかの物品の輸入というふうなもの、三つぐらい考えられますけれども、渡り鳥という点からい

きますと、直接中米のあたりから日本に来るようなものはない、またアラスカ経由ということも、観念

的にはありますけれどもなかなか具体的なものとしては想定しがたいというのが専門家の御意見で

ございました。それから、二番目の貿易を介してというのも、生きた鳥類ですとか、あるいは物品か

らそういったものが持ち込まれるという可能性も低い。そうすると、残るのは、違法ワクチンも含めた

何らかの人為的なものによるのではないか、そこが一番可能性としては高いというのがこの中間取

りまとめの段階でございます。

　ちょっとそこのところを引用いたしますと、「中米由来ウイルス株から作出された未承認ワクチン又

はウイルスそのものが持ち込まれて不法に使用された可能性については、引き続き、その解明に

努める必要。」があるということで、可能性の一つとして、なかなか現時点でもまだ確たることは申し

上げられる状況にありませんけれども、可能性の一つとしてそういうことが疑われるというのが現段

階での専門家の見解でございます。

　他方で、今、茨城県におきましては、この鳥インフルエンザの検査のところでいろいろな不正が

ございまして、刑事事件として県の方から告発もされております。片一方でこういった動きもありま



す。そういったところも我々としては注視をしていかなければいけないと思います。違法ワクチンと

いうことであれば、そういったところとの関連も出てまいりますが、まだそこのところは確たることを申

し上げる段階ではございません。

　いずれにいたしましても、感染経路の究明というのは防疫対応する上でも大変大事な点でござ

いますから、引き続きその究明のために努力をしていきたいというふうに思っております。

○岡本（充）委員　きちっとした究明をしていただいて対策を打つことこそが、次なる感染、発症の

防止に大きく寄与するということで、ぜひ可能な範囲で努力をしていただきたいと思います。

　さて、話は今度、米国からの牛肉輸入にかかわるさまざまな問題について話を移したいと思いま

す。

　三月六日に日本政府が行った米国からの報告書に対する照会事項に対して、三月十八日に米

国からの回答が来たということになっています。

　大臣、この回答をもちろんお読みになられたと思うんですけれども、今回のこの回答を見て、どの

ようなこの回答に対する御評価をされていますでしょうか。率直にお伺いをしたいと思います。

○中川国務大臣　二月の十七日に大部にわたる報告書が参りまして、精査と翻訳に若干時間が

かかったわけでありますけれども、いわゆる再質問といいましょうか、確認をしたところが、今御指

摘のように、日本時間で土曜日の午前中についたわけで、それについてまた日本語にして二十

日に公表をしたわけでございます。

　これは、一つ一つ具体的に物事を解決していかなければならないということで、質問事項に対し

て回答としていただいたわけでありますけれども、現在、その回答内容について、これは農林水産

省だけではなくて、屠畜場の中の問題であったり、月齢の確認の方法だっていろいろあるわけで

ありますので、政府全体として、これは我々としてもしっかりとやっていかなければならないので、も

う少しお時間をいただいて、きちっとした精査をした上で対応を考えていきたいというふうに考えて

おります。

○岡本（充）委員　詳細については、この中の私が感じた疑問点については後ほどちょっとお伺い

をしたいというふうに思っております。

　そういった中で、報道等によると、実務者協議が今週中にも日米間で行われるんじゃないかとい

うような報道を週初めにしていた報道機関もありました。

　今後の実務者協議の予定、そしてまた前回、大臣、ジョハンズさんとフランスでお会いになられ

たんですかね、今回の問題に対する農務長官の考えを含めて、その中で協議されたこと等につい

て御報告をいただけますでしょうか。

○中川国務大臣　一月二十日にこの事件が起きまして、すぐ先方から電話で、ジョハンズ長官を

初めいろいろなルートで、日本側に対して、きちっとやる、再発防止そしてまた原因究明、徹底的

にやるということ、以来、何回も電話、あるいはお会いをする機会がＷＴＯ等々であったわけでござ

います。御指摘のようにロンドンにおいてもお会いをいたしましたが、そのときには内容について

具体的な突っ込んだ話は先方からございませんでした。したがって、私からもあえて申し上げませ

んでした。

　先方としては、あの一月二十日から一週間ぐらいの間に、国務省の幹部もすぐ飛んできたわけ

でありますけれども、もちろん、いろいろと、会うあるいはまた説明に来たい、これについて拒否す

る理由はないわけでございますけれども、しかし、やはり両国間が公式にといいましょうか、きちっ

とした形で会う以上は、次に向かってのステップがまず前提にならなければいけない。ただ何回

会ったとか、会って話をしたけれどももう全くの平行線だったとかいうことでは、これはせっかく、国

民もアメリカの方も注視をしているわけでございますので、仮に会うとするならば、何らかの成果が

ある形で会うべきであるというふうにも考えます。



　したがいまして、先方は、いつも説明したい、あるいは来たい、会いたい、電話をしたいということ

で、拒否はいたしませんけれども、これはあくまでも先方が、今回も希望として言っていることでご

ざいますので、公式にいついつ来るという話でもございませんので、これはこれとして、日本側とし

て現在やるべきことは回答に対する精査ということに今全力を傾注して日々その作業に取り組ん

でいるところでございます。

○岡本（充）委員　ということは、実務者協議は今週、来週等は実質的に開く予定はないというふう

に理解してよろしいでしょうか。

○中川国務大臣　けさ、三月二十七日、日本では二十八日ということでしょうけれども、日本に来

て政府と会いたいということを先方が、一方的にといいましょうか、合意という形じゃなくて発表をし

たようでございます。ホームページを今見たところでございます。

　ですから、日本としては、来るものについてはもちろん、会わずにお帰りいただくとかそういうこと

は我々としてはするつもりはございません。せっかく来られる以上はお会いをいたします。ただし、

我々としては、それによって前進、成果が出るということでできればお会いをしたいということであり

ますけれども、先方がどういう形で何を持って、持ってというのは発言を考えてくるかについては、

現時点では確認はしておりませんけれども、我々としては、来ると決めた以上は、お断りするという

こともなんでございますので、会って先方がどんなことを言うのかお伺いをするということは、我々と

しても拒否する必要はないというふうに考えております。

○岡本（充）委員　そうすると、それは協議ではないですね、今の大臣のお話だと。協議というのは、

お互いに字のごとく議論するわけなんでしょうけれども、今の話は、一方的に先方が報告に来るの

か、一方的に先方が話しに来るといったたぐいの話だというふうに理解をさせていただいてよろし

いんでしょうか。

○中川国務大臣　両国政府の代表、責任者が会うということですから、協議なのか話し合いなの

か、その辺はやはり公式のものであるということは間違いないんだろうというふうに思っております。

　ただ、先方も、一日も早いこの問題の解決に向けて来られるんであろうことは私も想像できるわけ

でございますし、また日本としては、さっき申し上げたように、回答に対して今精査をしている段階

でございますから、仮に来るのであれば、さっき申し上げたように、会わないということは、それは外

交儀礼上失礼ということにもなりますので、お会いをすることになるんだろうと思います。

　そのときには、向こうがどういうことを言うかわかりませんけれども、日本側としては、質問に対する

回答について、何かこちら側から確認すべきこと、あるいはまたこちら側から向こう側に要求するこ

とがあれば、それは向こう側にぶつけるということもあります。

　とにかく、協議、話し合い、どちらでも否定はいたしませんけれども、話し合う以上はきちっとした

形で、日本の立場で、面会といいましょうか協議といいましょうか、なかなか、だんだん言葉が、厳

密に言わなければならない状況になってまいりましたけれども、会った以上は、日本側の立場をき

ちっと向こう側に理解をさせるという姿勢で臨んでいきたいと考えております。

○岡本（充）委員　もちろん、先ほどもお話ししたとおり、安易な妥協をする、政治的な決着を図る

問題ではないということをきちっと確認していただきたい。大臣もうなずかれておりますので、私も

そのように信じたいと思います。

　そういった中で、今回の回答書の中で、委員各位の中でも読まれた方もみえましょうが、例えば、

一番最初の全般的な事項の質問の中で、脊柱のついた子牛肉や対日輸出のできない内臓が輸

出された今回の事案は、英語ではユニークとなっていますが、特異的なものであったのかという問

いかけに対して、米国はこう答えています。

　「現在実施中の監査、検証及びＥＶプログラムを要求している様々な他国の顧客からのフィード



バックにより、他の承認された工場のＦＳＩＳの担当者は、条件をよく認識しており、承認された製品

だけが輸出されると、我々は確信している。」こう言っているんです。

　ところが、これも報道によると、どうやら香港で同じく骨つき肉が見つかったというふうに私は聞い

ております。農林水産省は、今回のこの香港の事案について照会中と伺いましたが、実際にどの

ような骨がついていたのか写真等をお持ちでないと私は伺ったんですが、こういった事案につい

てもきちっと調べなければいけない。

　また、韓国も、今後、牛肉の米国からの輸入再開に向けて延期をする、本当は四月一日から輸

入開始予定だったのを延期するという報道等も私も聞いておりますが、この辺についてもきちっと、

他国がどういう対応をとって、どういうことをしているのか把握をする必要があるということをまず指

摘させていただきたいと思います。

　今回のこの報告書の中で、我々は確信していると米国は言っているんだけれども、結局香港に

骨つき肉が到着しているという状況を考えると、この確信というのは一体何から来ているのかという

ことを私としては疑問として禁じ得ないわけです。

　また、この報告書の中では、いわゆる今回問題となった二つの社があります。輸出のプログラム

を遵守することを求められていながら、その遵守を果たせなかった二つの社の責任者、それぞれ

の対日輸出条件の適合を確保する責任を有していた者がなぜその責任を果たせなかったのか、

こういう日本の問いかけに対して、まだ終了していないＯＩＧの調査を我々は待っている、その完了

後にさらなる情報が入手できると期待していると。

　例えばこういう情報もきちっと入手してから実務者協議に入るのが当然ですし、その先に書いて

あります、「米国内や諸外国向け輸出における子牛肉の取扱いと日本向けＥＶプログラムの条件

の違い（ＳＲＭ除去や月齢制限）について、具体的にどのような研修が行われたのか。」これにつ

いても、具体的な研修がどのように行われたか書いていません。中川局長、きっとお手元にお持

ちだと思いますけれども、ぜひこの七ページ目のところを見ていただきたい。

　ここでは、「例えば、日本向けの条件を満たしていない「ビール・ホテルラック・セブンリブズ（脊柱

を含む）」に加え、アトランティック社は、日本向けの条件を満たしている「ビール・ホテルラック・

チョップレディー・セブンリブズ（脊柱除去済）」も出荷していた。この例は、当該施設責任者がどの

ようにしてビール・ホテルラックから脊柱を適正に除去するかに関する知見を有していたことを明確

に示している。」こう書かれておりますけれども、例えばこの部分も、極めて私はあいまいな話だと

思っております。

　時間の関係上、余り詳しくは聞きませんが、例えばこういう部分、これから子細に検討されるんだ

と思いますが、中川局長、どういうふうな意味をなすのか、今おわかりであればお答えいただきた

いし、おわかりでなければいつかにきちっと例示をしていただきたいと思いますが、お答えいただ

けますか。

○中川政府参考人　今回アメリカ側から接到いたしました日本側の質問に対する回答につきまし

ては、現在精査をしているところでございますけれども、私どもとしても幾つか疑問点があるのは事

実でございます。

　こういった点につきましては、今、先生も御指摘がございましたけれども、我々担当の者として、

きちっと精査をして、アメリカ側にきちっと確認をしなければいけないところは確認をするという形で

臨んでいきたいというふうに思っております。

○岡本（充）委員　続いて、少し指摘をさせていただきたいと思います。

　この先さらに、公表された資料の十ページの方に載っておるんですが、「今回の事案に関与した

検査官は、どのような周知・研修を受けていたのか。」こういうところから始まって、「具体的に、検査

官が閲覧していたことの確認や必要事項を習得したことの確認はどのように行われていたのか。」

この部分について、こう回答しています。「検査プログラム担当職員は参加したことについて証明



を求められた。」と書いています。

　この問題について、どうやら今回の新しいプログラムでは、検査プログラム担当職員が大きな

キーを握り、この担当職員が、検査官がそれぞれ研修に参加したかを確認するように私には見受

けられます。この部分についても、本当にこの担当官のケアレスミスが起こらない仕組みがどうなさ

れているのか、私はこれから読み取ることができない。この点についても確認をいただきたい。

　また、十一ページ目に、「ＡＭＳからＦＳＩＳへの施設認定の通知の仕組みはどのようになってい

たのか。」そしてその中で、「他の三十八施設についてはどのようにしてＦＳＩＳ検査官は施設の認

定を認識したのか。」その際、今回の事案と同様の問題の発生の可能性は全くなかったのかという

ところについて、また同じく、今後同じようなことは起こらない、他国の顧客のフィードバックを通じ

て、他の認定施設のＦＳＩＳ職員も条件を承知しているものと確信していると書いていますが、冒頭

と同じく、香港で事案が起こっています。これについてもきちっと確認をされることを私は望みます。

　さらに指摘を続けさせていただきます。

　十二ページの部分、「再発防止のための改善措置に関する事項」、この中で「ＡＭＳは、日本政

府による米側改善措置等の受入れ後二週間以内に、全てのＥＶ認定施設の再調査を行うこととさ

れているが、この調査の具体的な内容や期待される効果は何か。」と書いてあったら、この点につ

いては、「脊髄や脊柱の除去といった条件は観察、評価される。」と例示は書いてありますが、これ

も極めてあいまいで、具体的な内容や期待される効果は書いていません。

　「四月以降に施設の現場で行うこととされるＡＭＳによる抜き打ち審査について、具体的な方法

等をお示し願いたい。」こう書いていますが、「日本向けの生産再開後、ＡＭＳは無作為に抽出し

た施設に対し、抜き打ち現地監査を行う。」抜き打ち審査の具体的な方法はといったら、抜き打ち

検査をします、こう書いている。これも極めて不誠実な答弁です。

　さらに、その先、ＦＳＩＳとＡＭＳの連携方法、これについても、ＡＭＳからの署名入り書類を確認し、

この書類をもって連携だというふうに書いている。こんな書類だけで本当にいいのか。この部分に

ついても御確認いただきたい。

　さらに、もう一枚めくって、十三ページ目以降についても、（４）の「検査官の検査についての抜き

打ちチェックの具体的な方法等」、これも示されていないし、これまでの実施していた研修等の活

動に比べ強化された点も書かれていません。

　さらに、六番、最後のページから二枚目ですけれども、ＯＩＧの調査部門も実施中であり、いつご

ろこの今回の調査についてＯＩＧの報告がされるかということについては、ＯＩＧの調査は米国政府

の職員は調査の対象となっていないと。こんなことは、米国政府の職員を調査しなければＦＳＩＳの

検査官は調査できないわけです。この調査の完了日は現在未定であると。つまり、いつ報告でき

るかわからない。さらに加えて言えば、この報告書がどういった内容になるかもまだわからないで

す。

　こういった中で、最後に書いてある一行、非常に気になりました。下から二行目。米国は、子牛肉

輸入のための別のプログラムを一月二十日の時点で協議中だった、こういうふうに書いてあります

が、新しく子牛肉についてのみ別の条件で輸入再開をしよう、そんな協議をしていたという事実が

あるんですか。それについてはお答えをいただきたい。

○中川政府参考人　日米間の貿易再開に当たっての基本的な要件というのは、二十カ月齢以下

の牛からつくられた牛肉であるということと、あとは、すべての特定危険部位の除去ということでござ

います。当然、二十カ月齢以下の牛ということになりますと、子牛も含めて、定義上入るものであり

まして、日本としては、平成十六年の十月二十三日に局長級協議でもってその共通の認識を得た

とき以降、輸出証明プログラムの具体的な中身を検討するその期間を通じまして、終始一貫して、

二十カ月齢以下の牛からつくられた牛肉ということでアメリカ側とやってきたものでございます。

　昨年の十二月の十三日以降、第一回目の現地の査察に行きました。その際に、アメリカ側から、

Ａ 40以下というのが一つの月齢を判別する方法でありますけれども、そこのところで、子牛肉の場



合の判定について向こうから少し相談があったわけであります。ただ、私どもとしては、そのことに

ついては、これからさらに二回目の査察というのも予定されているので、その際に何か具体的な提

案があるのであれば、それを受けて、そして議論をしましょうというふうには確かに受け答えしてお

りますけれども、日本側の立場は、二十カ月齢以下ということがきちっと証明されれば、それは適

格なものである、今回のＥＶプログラムの対象になるものという意味で、終始一貫しております。

○岡本（充）委員　とすれば、この部分についても、事実と異なる回答であるならばきちっと抗議を

する、ここにも事実誤認だということを書いていますけれども、それについてはきちっともう一度抗

議をするべきであります。

　最後に、今回の香港の事例で判明をしました、米国の大手食肉業者における香港向け輸出規

格に反した牛肉の輸出に関して、この食肉処理をした工場は日本の査察チームが査察に行って

いました。そこで、厚労省、農水省の共同査察チームが、この施設はＥＶプログラムの遵守をして

いる、もしくは、輸出に向けた適格な食肉処理工場だという認定をしているわけですね。

　本来であれば、ここは日本の査察の段階で、こういう事案が起こる可能性のある施設だということ

を指摘するべきだった。しかし、それを指摘していなかったことに対して、私は、今回の査察は一

体どうなっているのかと改めて疑念を持ったわけです。

　しかし、残念ながら、査察の内容、そしてまた、私は一月末以来二カ月にわたって厚労省、農水

省にそれぞれ、今回の査察の出張命令書、帰朝報告書を含めて、査察の内容についての具体的

な報告をいただきたいということをお願いしてまいりましたが、この段に至っても、大臣、まだいただ

けておりません。いつまでにこの報告書をいただけるのか、明確な御答弁をいただきたいと思うわ

けですけれども、農水、厚労、それぞれ責任ある立場の方でお答えをいただきたいと思います。

○中川政府参考人　お答えいたします。

　日本が行いました査察の報告書でございますけれども、その概要については、既に一月の十二

日に安全委員会にも報告をし、また十六日には消費者に対し説明を行っております。

　具体的な最終の形での報告書につきましては、その内容について、個別企業の秘密あるいは

利害に関するところがあるということでございますので、これはまずアメリカ側に今照会をしておりま

す。既に二月の中旬にアメリカ側にこの報告書を渡しまして、そのチェックを依頼しているところで

ございます。これを今待っているところでありまして、私どもとしては、その回答が得られ次第、一切

の公表をしたいというふうに思っております。

○松本政府参考人　十二月に行いました査察の結果につきましては、先ほど農林水産省からお

答えいたしましたように、帰国後速やかに食品安全委員会や消費者への説明会を経て、報告を

行ったところであります。

　なお、委員御指摘の各施設ごとの詳細な報告書につきましては、引き続き、公開できる情報か

否かについて現在米国側の確認をお願いしているところでございまして、その確認を得た上で公

表することとしております。

○岡本（充）委員　残された時間も少ないので、大臣、聞いてください。

　私は一月の下旬から言っている。二月の予算委員会のときも、私は質問取りに来たそれぞれの

スタッフに、いつになるのかと言っている。二月の中旬に照会した、そして、二月の中旬に照会し

たっきり、回答がまだ来ていないのに、まだ請求していない。これは私は大変不誠実じゃないかと

思うわけです。

　大臣、トップとして、ぜひ早急に回答がもらえるようにきちっと指導していただきたいと思うわけで

すが、明確な御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。

○中川国務大臣　今回の件は、日米間だけではなくて、香港でも同じようなことが発生したわけで、



日本側としても、再発防止あるいは原因の徹底究明のために、必要な情報は徹底的に集めなけ

ればならない、これは御指摘のとおりでございまして、それがあって、国民の食の安全、安心、そし

て満足につながっていくわけであります。

　何回も申し上げているとおり、不透明な部分が多いと消費者の皆さんはやはりこれはなかなか口

にしない。そうすると、アメリカ側だって、せっかく門戸は仮に開いたとしても、売れないということに

なれば、アメリカ側の目的とも違うわけであります。したがいまして、我々は、国会で御指摘された

ことも含めまして、今回の回答書に対する質問等も含めて、あらゆる疑問点あるいはまた確認事項

については、先方に問い合わせをしているところであります。

　岡本委員御指摘のように、もう既に予算委員会、農水委員会でも、この報告書に対していろいろ

なわからないところ、あるいはまた視察した内容について確認したいところ、いろいろありました。

一部、既に答えているところもありますし、現在もまだ問い合わせ中のところもあります。

　ただし、この問題は、もう一つの次元としては、やはり企業秘密とか個人の情報に関する問題と

か、日本でもそういうルールがあるわけでありますし、アメリカ側にも当然そういうルールがあります

ので、その中で、アメリカ側がどの程度答えてくるのかということについてまだまだ返事が来ないと

いうことであります。時間がたっているということは、私も率直にそうだというふうに思います。

　したがいまして、何回も私自身も、これに限らず、確認すべきこと、既に確認をして返事が来ない

ことについては、これはこれからも、必要に応じてというか、既に答えるように要求していることにつ

いては、これからも答えるように要求をし続けていかなければならないと思っております。

　ただ、アメリカ側にもアメリカ側の合理的な理由があるとするならば、そこから先をどういうふうに判

断していくかということについては、またもう一つ別の要素を考えていかなければならない。何でも

かんでも日本が要求したものを先方が出してくるということであればいいんですけれども、アメリカ

側にはアメリカ側の法制度、ルール、その他いろいろと事情もあるわけでありますから、その辺もや

はりある程度は日本側としても頭の中に入れながら、しかし、答えられないのであれば、何で答え

られないのかということの説明等も含めて、我々としては、再度、今の御指摘のことも含めまして、

アメリカ側に対して、あるいは香港側に対して、聞きたいことについてはこれからも要求をし続けて

いかなければならないというふうに考えています。

○岡本（充）委員　ありがとうございました。


